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号

平
成
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十
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五
月
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
医
療
施
設
の
耐
震
化
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
医
療
施
設
の
耐
震
化
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
二
十
一
年
度
に
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
た
病
院
の
耐
震
改
修
状
況
調
査
（
以
下
「
平
成
二
十
一
年
度
調
査
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
そ
の
建
物
の
す
べ
て
が
、
昭
和
五
十
七
年
以
降
に
建
築
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
又
は
構
造
耐
震
指

標
が
〇
・
六
以
上
で
あ
る
と
回
答
し
た
病
院
の
割
合
は
、
回
答
し
た
全
病
院
の
五
十
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
割
合
を
都
道
府
県
別
に
見
る
と
、
北
海
道
が
六
十
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
青
森
県
が
六
十
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

岩
手
県
が
四
十
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
宮
城
県
が
六
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
秋
田
県
が
六
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
形

県
が
六
十
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
島
県
が
四
十
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
茨
城
県
が
五
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
栃
木
県
が

六
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
群
馬
県
が
六
十
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
埼
玉
県
が
五
十
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
千
葉
県
が
五
十

六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
東
京
都
が
五
十
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
神
奈
川
県
が
六
十
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
新
潟
県
が
六
十
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
、
富
山
県
が
六
十
七
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
石
川
県
が
五
十
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
井
県
が
五
十
九
・
七
パ

ー
セ
ン
ト
、
山
梨
県
が
六
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
長
野
県
が
五
十
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
岐
阜
県
が
五
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

静
岡
県
が
七
十
四
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
愛
知
県
が
五
十
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
重
県
が
五
十
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
滋
賀

一



県
が
七
十
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
京
都
府
が
四
十
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
大
阪
府
が
五
十
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
兵
庫
県
が
五

十
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
奈
良
県
が
六
十
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
和
歌
山
県
が
四
十
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
鳥
取
県
が
五
十

六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
島
根
県
が
五
十
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
岡
山
県
が
三
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
広
島
県
が
五
十
五
・

七
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
口
県
が
五
十
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
徳
島
県
が
五
十
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
香
川
県
が
四
十
七
・
九
パ
ー

セ
ン
ト
、
愛
媛
県
が
四
十
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
高
知
県
が
四
十
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
福
岡
県
が
五
十
二
・
六
パ
ー
セ
ン

ト
、
佐
賀
県
が
五
十
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
長
崎
県
が
五
十
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
熊
本
県
が
四
十
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

大
分
県
が
六
十
七
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
宮
崎
県
が
六
十
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
鹿
児
島
県
が
五
十
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
沖

縄
県
が
六
十
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都
道
府
県
の
間
で
割
合
が
異
な
る
理
由
と
し
て
は
、
昭

和
五
十
六
年
以
前
に
建
築
さ
れ
た
建
物
の
割
合
が
各
都
道
府
県
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。

診
療
所
に
つ
い
て
は
、
病
院
と
同
様
の
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

建
築
物
の
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
の
促
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
百
八
十

四
号
）
別
添
別
表
第
六
に
お
い
て
は
、
構
造
耐
震
指
標
が
〇
・
三
未
満
の
建
物
に
つ
い
て
、
震
度
六
強
程
度
の
地
震
を
想
定

二



し
た
上
で
、
地
震
の
震
動
及
び
衝
撃
に
対
し
て
倒
壊
し
、
又
は
崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
い
と
し
て
い
る
が
、
平
成
二
十
一
年

度
調
査
に
よ
る
と
、
構
造
耐
震
指
標
が
〇
・
三
未
満
の
建
物
が
あ
る
病
院
が
百
六
十
四
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
病
院
に
つ
い
て

は
、
入
院
患
者
等
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
も
早
急
に
耐
震
整
備
を
実
施
す
る
必
要
性
が
高
い
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
地
震
発
生
時
の
医
療
拠
点
と
な
る
災
害
拠
点
病
院
、
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
及
び
二
次
救
急
医
療
機
関
（
以
下

「
災
害
拠
点
病
院
等
」
と
い
う
。
）
と
と
も
に
、
構
造
耐
震
指
標
が
〇
・
三
未
満
の
建
物
が
あ
る
病
院
の
耐
震
整
備
を
重
点

的
に
進
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
病
院
が
実
施
す
る
耐
震
整
備
に
対
す
る

補
助
を
行
う
た
め
の
経
費
を
計
上
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
一
年
度
第
一
次
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
災
害
拠
点
病
院
等
の
耐
震
整
備
に
対
す

る
補
助
を
行
う
た
め
の
基
金
を
設
置
す
る
た
め
、
医
療
施
設
耐
震
化
臨
時
特
例
交
付
金
に
係
る
経
費
を
計
上
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
耐
震
化
を
含
め
た
公
立
病
院
施
設
の
建
設
改
良
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
措
置
を
講
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
特
に
都
道
府
県
が
医
療
計
画
に
お
い
て
災
害
拠
点
病
院
等
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
公
立
病
院
の

耐
震
化
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
措
置
率
を
引
き
上
げ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

三



厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
耐
震
性
が
不
明
で
あ
る
病
院
に
つ
い
て
は
早
急
に
耐
震
診
断
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

て
お
り
、
平
成
二
十
二
年
二
月
に
、
耐
震
診
断
を
実
施
し
て
い
な
い
建
物
が
あ
る
場
合
に
は
早
急
に
耐
震
診
断
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
構
造
耐
震
指
標
が
〇
・
六
未
満
の
建
物
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
耐
震
整
備
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
病
院

に
対
す
る
指
導
を
行
う
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
病
院
数
は
、
平
成
二
十
一
年
度
調
査
に
よ
る
と
、
千
八
十
一
で
あ
る
。

四


